
２
月
６
日
（
金
）
か
ら
平
成
１６
年
度

分
市
県
民
税
（
１５
年
中
の
所
得
に
関
す

る
）
の
申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す
。
個

人
の
市
県
民
税
の
税
額
は
、
皆
さ
ん
か

ら
提
出
し
て
い
た
だ
く
申
告
書
か
ら
算

出
さ
れ
ま
す
。
期
限
ま
で
に
申
告
し
な

い
場
合
や
誤
っ
た
申
告
を
し
た
場
合
、

控
除
が
一
部
で
き
な
く
な
る
ほ
か
所
得

証
明
書
も
発
行
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
後
に
な
っ
て
か
ら
税
額
が
追
加
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
期
間
内
に
正

し
い
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
が
必
要
な
か
た
は

●
１６
年
１
月
１
日
現
在
、
大
館
市
に
住

ん
で
い
て
、
１５
年
中
（
１５
年
１
月
〜

１２
月
）
に
、
営
業
等
や
農
業
、
不
動

産
（
地
代
、
家
賃
）、
給
与
（
中
途
退

職
、
主
た
る
勤
務
先
以
外
か
ら
の
給

与
を
含
む
）
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た

か
た

●
１５
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
が
、
市

県
民
税
申
告
書
が
送
ら
れ
た
か
た

・
こ
の
場
合
、
市
県
民
税
申
告
書
裏
面

の
「
収
入
の
な
か
っ
た
方
や
非
課
税

所
得
の
み
の
方
へ
」
欄
に
記
入
の
う

え
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送
で

申
告
で
き
ま
す
）。

●
大
館
市
に
住
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、

１６
年
１
月
１
日
現
在
、
大
館
市
に
事

務
所
、
事
業
所
を
お
持
ち
の
か
た

※
申
告
書
は
１４
年
中
の
所
得
の
状
況
を

参
考
に
し
て
送
付
し
て
い
ま
す
。
１５

年
中
に
配
当
や
、
公
的
年
金
以
外
の

年
金
、
生
命
保
険
の
満
期
受
取
金
な

ど
の
所
得
が
あ
っ
た
か
た
は
申
告
書

が
送
ら
れ
な
く
て
も
申
告
が
必
要
で

す
。
申
告
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
（
配
当
は
、
税
制

改
正
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
詳
し
く

は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
）。

申
告
が
不
要
な
か
た
は

●
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税
務
署
へ

提
出
す
る
か
た

●
収
入
が
給
与
所
得
の
み
で
、
年
末
調

整
を
し
た
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
め

先
か
ら
市
役
所
へ
提
出
さ
れ
て
い
る

か
た

（
勤
め
先
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

※
た
だ
し
、
医
療
費
、
社
会
保
険
料
な

ど
の
各
種
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

か
た
や
、
年
末
調
整
時
に
合
算
し
て

い
な
い
給
与
が
あ
る
か
た
は
、
申
告

が
必
要
で
す
。

●
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
６５
歳
以
上

（
昭
和
１４
年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ
）

の
か
た
で
、
年
金
収
入
合
計
額
が
２

２
８
万
円
以
下
の
か
た

●
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
６５
歳
未
満

（
昭
和
１４
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
）

の
か
た
で
、
年
金
収
入
合
計
額
が
９８

万
円
以
下
の
か
た

営
業
等
所
得
、農
業
所
得
、

不
動
産
所
得
が
あ
る
か
た
は

営
業
等
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産

所
得
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
た
に
は
、

申
告
書
と
一
緒
に
収
支
内
訳
書
を
お
送

り
し
て
い
ま
す
。
収
支
内
訳
書
を
作
成

の
う
え
、
確
認
の
た
め
の
帳
簿
な
ど
関

係
書
類
（
収
支
計
算
ノ
ー
ト
、
出
荷
証
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６
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（社会保険料などの各種控除を申告する必要があります）

１月１日現在の住所地の市町村へ申告
が必要な場合があります。

１月１日現在、大館市に事務所・事業
所をお持ちのかたは、大館市への申告
が必要です。

６５歳以上（昭和１４年１月１日以前生まれ）
で、年金収入が２２８万円以下ですか？

６５歳未満（昭和１４年１月２日以降生まれ）
で、年金収入が９８万円以下ですか？

平成１５年中の状況を申告してく
ださい。

今回は、市県民税の申告書を提
出する必要はありません。

非課税所得のみや、全く収入が
なかった場合は、同封の申告書
の裏面「収入のなかった方や非
課税所得のみの方へ」欄に記入
し申告してください。
（郵送での申告も受け付けます）

は い

は い

ああななたたはは申申告告がが必必要要でですすかか？？

申告書が送ら
れましたか？

※詳細は本文を参照してください。

い
い
え

非課税所得
のみのかた

は い

いいえ

いいえ

いいえ

はい

収入が公的年金のみ
のかた

平成１６年１月１日現在、
大館市に住んでいまし
たか？

税務署に確定申告書を
提出しますか？

収入は１カ所からの給
与のみで、勤務先から
大館市に、「年末調整
した給与支払報告書」
が提出されますか？

平成１５年中に少しでも
収入がありましたか？

は い

は い

いいえ

申告が必要です。

いいえ

スタート


